
平成２２年度

鳥取県経営革新支援補助金の募集について

～ 受 付 期 間 ～

■【一次募集】平成２２年４月１３日（火）～平成２２年５月１２日（水）

■以後、予算の範囲内で募集します。（※随時受付は行いません。）

【二次募集】は、８月～９月頃、

【三次募集】は、１２月～１月頃 を予定しています。

＊ 詳細は、決定次第、鳥取県ホームページ（http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.

aspx?menuid=99734）でお知らせします。

平成２２年４月

鳥取県商工労働部産業振興総室

（電話：０８５７－２６－７２４３）
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平成２２年度「鳥取県経営革新支援補助金」について公募を行ないますので、交付を希望される方は下

記に基づき申請されるようご案内いたします。

■１ 制度の目的

本補助金は、中小企業者の取り組む経営革新計画の実施を支援し、県内産業の高付加価値化を推進する

ことにより、県民所得の増加及び効果的雇用の創出を図ることを目的としています。

■２ 補助対象者

補助対象者は、以下の（１）、（２）のいずれも満たす方です。

（１）中小企業者（企業組合や任意グループ等を含む）で、県内に事務所又は工場を有する方。

→業種は問わず、大企業からの出資比率の高い、いわゆる「みなし大企業」も対象となります。

（２）中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を受けた方。

■３ 補助対象事業

補助対象事業は、承認を受けた経営革新計画の実施に必要な以下の事業（すでに着手・終了してい

る事業は対象外）です。

（１）マーケティング戦略構築事業

①新事業に関する市場・競争環境の調査

②新事業に関するﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略構築の助言委託

（２）新商品開発事業

①新商品の開発設計、試作、改良

②新商品のﾃﾞｻﾞｲﾝ、評価・ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

（３）人材育成事業

新事業の展開に必要な知識・技能を習得するための研修の実施、参加

（４）販路開拓事業

新事業に関する販路開拓を行うための以下の事業

①国内外の展示会・ｲﾍﾞﾝﾄ等への参加、開催

②ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上の仮想商店への出店登録

③営業活動委託（営業代行）

④ﾁﾗｼ、DVD、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等のPR ﾂｰﾙの作成・改訂

⑤新聞、雑誌、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等への広告掲載

⑥その他販路開拓事業として知事が認めた事業

※マーケティング戦略構築事業及び新商品開発事業は、同一の経営革新計画について過去に本補助金を利

用していない方のみ申請可能です。

注）本補助金とは別に同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業については、補助対

象としないものとします。

鳥取県経営革新支援補助金 公募要領
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■４ 補助対象経費

補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できる

もののみになります。（交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものは補助対象となりません。）

補助対象経費

事業名
経費区分 内 容

経費区分

内の補助

額上限

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

戦略

構築事業

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略費
市場・競争環境の調査またはﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略（製品、価格、流通、

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ戦略）構築の助言を外部専門家へ委託する経費
－

減価償却費
新規取得する取得価額３０万円以上の機械・器具について、補助

事業実施期間に発生する減価償却費
－

機械器具費
機械器具及び消耗品の購入（取得価額３０万円未満のものに限

る）、借用に要する経費
－

原材料費 原材料又は副資材の購入に要する経費 －

技術指導費 外部専門家からの技術指導に要する経費 －

委 託 費 開発設計、試作、改良の一部を外部に委託するために必要な経費 100万円

デザイン料 新商品のﾃﾞｻﾞｲﾝを外部専門家に委託するために必要な経費 －

産業財産権

導入費
必要な産業財産権を導入するための経費 －

外部評価費
新商品の評価またはﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞを外部専門家に委託するために

必要な経費
－

新
商
品
開
発
事
業

直接人件費
事業に従事する従業員・ｱﾙﾊﾞｲﾄについて、当該開発に直接従事す

る時間の給与及び賃金相当額
250万円

教材費 教材の作成、購入又は借用に要する経費 －人材育成

事業 受講・講師料 研修の受講、研修の対価として講師に支払われる経費 －

会場整備費 展示会・ｲﾍﾞﾝﾄ等の会場の装飾等に要する経費 －

保険料 展示品等への保険に要する経費 －

通訳翻訳料 展示会・ｲﾍﾞﾝﾄ等での通訳又は資料等の翻訳に要する経費 －

出店登録料 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上の仮想商店へ出店する際の基本登録料 20万円

営業代行料 販路開拓を外部専門家に委託するために必要な経費 30万円

販
路
開
拓
事
業

広告宣伝費 PR ﾂｰﾙの作成・改訂または広告掲載に要する経費 50万円

旅費交通費 従業員及び外部専門家等の移動に要する経費 －

会場借料 会議、展示会・ｲﾍﾞﾝﾄ等の会場費・場所代として支払われる経費 －

※
共
通
経
費 雑 費

事業実施にあたり付随的に支出する印刷製本費、資料購入費、通

信費、運賃、賃借料、事務用消耗品費、雑役務費等
－

※共通経費は、いずれの事業でも対象となります。
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■５ 補助率等

補 助 率 補助対象経費の１／２以内

補助金額

１件当たり総額５００万円以内

【内 訳】

（１）マーケティング戦略構築事業･･･１００万円以内

（２）新商品開発事業･･･５００万円以内

（３）人材育成事業･･･１００万円以内

（４）販路開拓事業･･･１００万円以内

予 算 額 ８０，０００千円（交付決定額の上限）

■６ 補助事業期間

最長２４ヶ月（ただし、新商品開発事業を含めず実施する場合は、最長１２ヶ月）

■７ 申請手続き

（１）受付期間 ※随時受付は行いません。

【第一次募集】平成２２年４月１３日（火）～５月１２日（水）

（以後、予算の範囲内で募集します。）

詳細は、決定次第、鳥取県ホームページ（http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=99734）

でお知らせします。

【第二次募集】平成２２年８月～９月頃（予定）

【第三次募集】平成２２年１２月～平成２３年１月頃（予定）

＊申請にあたって、各様式のデータファイル（ワード、エクセル）は、鳥取県のホームページ（同上）

からダウンロードすることができます。

（２）提出先

鳥取県 商工労働部 産業振興総室 新事業開拓室【担当：山根】（本庁舎７階）

住 所：鳥取市東町１－２２０（〒６８０－８５７０）

電 話：０８５７－２６－７２４３

ＦＡＸ：０８５７－２１－０６０９

※申請に当たっては、「■１２ 相談窓口」（８ページ）の各商工会議所・商工会産業支援センターへ事

前に御相談ください。

（３）応募に必要な書類

①鳥取県経営革新支援補助金交付申請書（15～19ページの様式及び22～27ページの記載例参照）

②様式第２号補足資料（20・21ページの様式及び28・29ページの記載例参照）

③経営革新計画申請書（別表１～７を含む。）の写し（30～34 ページの記載例参照。補助申請内容の

該当箇所が分かるように、下線・マーカー等をすること。）

④企業概要（パンフレット等でも可）
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⑤交付申請直近２期の決算書

⑥県税納税証明書（各総合事務所県税局において、未納がないことの証明書を取得してください。）

（３）審査

補助金交付申請書を受領後、必要に応じ事業内容のヒアリング等を行ない、産業振興総室にて審査

します。

【審査の主なポイント】

・事業内容が経営革新計画と整合が取れており、同計画の達成に寄与するものであるか。

・新商品開発事業においては、顧客ニーズ及び市場性を十分把握しているとともに、開発する新商品が

競合製品と比べ優位性があるか。

※経営革新計画の承認を受けていても、審査の結果、補助金が交付されないこともありますので、あら

かじめご了承ください。

■８ 補助事業スキーム

⑨補助金の支払い

⑧補助金の請求

⑦現地調査（補助額の確定）

⑥補助事業実施・報告

⑤審査・交付決定

③公募

経営革新計画

②承認

④交付申請

事業者県

（新事業開拓室）

①計画申請（商工団体経由）

補助事業
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■９ 補助事業スケジュール表

事業期間２４ヶ月の場合について記載しています。なお、事業開始日及び事業期間により、該当しない

項目もあります。（①～③、⑭～⑰は全ての場合に共通の項目です。）

項 目 実施者 時 期 内 容

①補助金交付申請 企業
H22.4.13

～H22.5.12

補助を希望される事業について申請いただき

ます。

②補助金交付決定 県
募集終了日か

ら１ヶ月程度

申請書に基づいてヒアリング・審査を行い、採

択となった場合は交付決定通知を行ないます。

③補助事業の着手 企業
交付決定日以

降

交付決定日以前に実施した事業は補助対象と

なりません。

④事業進捗状況報告

（H22.9.30現在）
企業
H22.10.１

～H22.10.15

年度中間における事業進捗状況を報告いただ

きます。

⑤事業進捗状況報告

（H23.3.31現在）
企業
H23.4.1

～H23.4.15
初年度分の事業進捗状況を報告いただきます。

⑥現地調査

（初年度分）
県
H23.4月中旬

～5月上旬

初年度実績（事業成果・支出状況・経理処理）

について、当室職員が県機関等で調査を行いま

す。

⑦初年度支払通知 県 H23.5月中 初年度補助金の支払額を通知します。

⑧補助金支払

（初年度分）
県 H23.5月中 初年度補助金の支払を行います。

⑨事業進捗状況報告

（H23.9.30現在）
企業
H23.10.1

～H23.10.15

年度中間における事業進捗状況を報告いただ

きます。

⑩事業進捗状況報告

（H24.3.31現在）
企業
H24.4.1

～H24.4.15

事業開始年度の翌年度分の事業進捗状況を報

告いただきます。

⑪現地調査

（翌年度分）
県
H24.4月中旬

～5月上旬

翌年度実績（事業成果・支出状況・経理処理）

について、当課職員が県機関等で調査を行いま

す。

⑫補助金支払

（翌年度分）
県 H24.5月中 翌年度補助金の支払を行います。

⑬事業進捗状況報告

（H24.9.30現在）
企業
H24.10.1

～H24.10.15

年度中間における事業進捗状況を報告いただ

きます。

⑭実績報告書

（全体分）
企業
交付決定から

24ヶ月以内

補助事業全体の実績を報告いただきます。な

お、事業完了から 15 日以内に提出する必要が

あります。

⑮現地調査

（最終年度分）
県
実績報告後

速やかに

全体実績（事業成果及び最終年度分事業の支出

状況・経理処理）について、当課職員が赴き現

地調査を行います。

⑯確定通知 県
現地調査から

半月程度

補助金額の確定を行い、最終年度補助金の支払

額を通知します。

⑰補助金支払

（最終年度分）
県
現地調査から

１ヶ月程度
最終年度補助金の精算払を行います。
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■１０ 補助事業に関する注意事項

・ 補助対象経費は、補助金交付決定後、補助対象期間内に補助事業に対して支出する（実際に支払が

行われる）費用に限られます。交付決定前に支出した費用や、補助対象期間を過ぎて支出した費用は

補助対象外となりますので、ご注意ください。

・ 消費税・振込手数料は補助対象経費にはなりません。（値引に当たる振込手数料相当額も同様です。）

・ 直接人件費は、新商品開発事業に直接関与する方の直接作業時間のみを対象としており、１人ごとに研究業

務日誌を整備していただく必要があります。（書面で確認できない場合は、補助対象経費から除外されるこ

ともあります。）

・ 補助金は原則精算払いとなります。

・ 補助事業者は、補助対象経費の収支状況等を証する書類を整備し、事業完了年度の翌年度から起算

して５年間保存する必要があります。

■１１ 応募に関する注意事項

・ 申請書の作成にあたっては、経営革新計画承認の際に支援を受けた商工会議所・商工会等による指

導を受けることができます。（補助申請の内容は、経営革新計画の実施内容に沿ったものである必要

があるので、支援員と相談の上、補助金の申請内容を検討してください。）

・ 必要に応じて別途追加資料をお願いする場合がありますので御承知ください。

・ 応募に係る一切の費用は応募者自身の負担となります。
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■１２ 相談窓口

名 称
郵便

番号
所在地 電話番号 ファクシミリ

鳥取商工会議所
680-

8566
鳥取市本町３丁目２０１ 0857-32-8005 0857-22-6939

倉吉商工会議所
682-

0887
倉吉市明治町1037-11 0858-22-2191 0858-22-2193

米子商工会議所
683-

0823
米子市加茂町２丁目２０４ 0859-22-5131 0859-22-1897

境港商工会議所
684-

8686
境港市上道町３００２ 0859-44-1111 0859-42-6577

鳥取県商工会連合会
680-

0942
鳥取市湖山町東４丁目100 0857-31-5555 0857-31-5500

東部東（岩美・鳥取

市東・鳥取市西）

680-

0942
鳥取市湖山町東４丁目100 0857-30-3009 0857-39-9888

東部西（鳥取市南・

八頭・若桜・智頭）

680-

1241
鳥取市河原町長瀬４５－１ 0858-85-6511 0858-85-2113

中部（湯梨浜・三朝・

関金・北栄・琴浦）

689-

2103
東伯郡北栄町田井３８－８ 0858-36-2868 0858-36-2748

西部東（米子日吉

津・大山）

689-

0085
西伯郡日吉津村日吉津885-9 0859-37-0085 0859-27-3781

商工会

産業支

援ｾﾝﾀｰ

西部西（南部・伯耆・

日南・日野・江府）

689-

4201
西伯郡伯耆町溝口６４７ 0859-39-9797 0859-62-0170

鳥取県中小企業団体中央会
680-

0845
鳥取市富安１丁目９６ 0857-26-6671 0857-27-1922

鳥取県商工労働部

産業振興総室

680-

8570
鳥取市東町一丁目２２０ 0857-26-7243 0857-21-0609
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■１３ よくある質問（ＦＡＱ）

注）ここで「補助金」は、特に断りがない限り「鳥取県経営革新支援補助金」のことを指します。

注）ＦＡＱに当てはまるかどうか明確でない場合は、自ら解釈せず、■１２の相談窓口に御相談ください。

【補助金の申請にあたって】

Ｑ１ 補助金の申請は、随時できますか。

【Ａ１】随時受付しません。募集期間を定めて公募しますので、その期間に申請していただきます。

Ｑ２ 補助金は申請後、どのくらいの期間で交付決定されますか。

【Ａ２】募集終了日から１ヶ月程度です。

Ｑ３ 交付申請書の提出部数は何部ですか。

【Ａ３】１部です。

Ｑ４ 補助事業期間は、新商品開発事業を含めて申請する場合は、「販路開拓事業」等も最長２４ヶ月と

なるか。

【Ａ４】そのとおりです。

新商品開発事業を含めず、「マーケティング戦略構築事業」「人材育成事業」「販路開拓事業」の

み実施する場合は最長１２ヶ月となります。

Ｑ５ 同時に２つの経営革新計画を実施している場合、２つの補助金申請が可能か。

【Ａ５】可能である。ただし、同一の経営革新計画については１つの補助金申請のみである。

Ｑ６ 補助事業を中止する場合は、何か届けが必要か。

【Ａ６】補助事業を中止・廃止する場合は、事前に中止・廃止の承認申請書を提出し、県の承認を得るこ

とが必要です。各商工会議所・商工会産業支援センター又は当室へご相談ください。

Ｑ７ 経営革新計画を申請中だが、【第一次募集】で補助金申請はできるか。

【Ａ７】４月の承認審査会に申請中の者で、５月１２日までに承認されれば、補助金申請はできる。

４月の承認審査会に申請していない場合は【第一次募集】では申請できない。

Ｑ８ 【第二次募集】以降の募集については、いつ頃、どこで分かりますか。

【Ａ８】募集期間の１月程度前までに、県のホームページに掲載する他、商工団体を通じてお知らせしま

す。ただし、予算の範囲内での募集となりますので、【第一次募集】で予算がなくなった場合は、【第

二次募集】【第三次募集】は行われないこともあります。
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Ｑ９ 補助金申請は、補助金申請日において経営革新計画が実行中であればよいか。

【Ａ９】申請は可能ですが、補助対象期間は、経営革新計画を実施する期間に限られます。

例１）

例２）

Ｑ１０ 昨年度（Ｈ２１）、補助金を利用（補助事業実施期間中の者を含む）したが、同一経営革新計画

において、再申請することは可能か。

【Ａ１０】「マーケティング戦略構築事業」及び「新商品開発事業」は、同一の経営革新計画について過

去に本補助金を利用している場合は再申請不可である。

「人材育成事業」及び「販路開拓事業」は、同一の経営革新計画について過去に本補助金を利用し

ている場合でも再申請可能である。ただし、事業ごとの補助上限額はともに累計１００万円の範囲

においてである。

【補助申請内容】

Ｑ１１経営革新計画を作成した時点では想定（記載）していなかったこと（商品開発、人材育成、販路開

拓等）を補助事業内容として申請してもよいか。

【Ａ１１】原則として申請できない。（原則、経営革新計画別表１・２の範囲で読み取れることが必要。）

ただし、経営革新計画の内容から派生したと認めれる範囲においては、補助事業内容として申請

することもできる。＊個別事案ごとに相談してください。

例１）経営革新計画（別表１・２等）で、Ａ・Ｂ等の○○シリーズの商品開発を進めるとしていた場合、

計画には具体的に記載していなかった○○シリーズのＣを開発することとなった。この場合、Ｃは

新商品開発事業として申請できる。ただし、別のジャンルの▲▲シリーズの新商品Ｄを開発する場

合は、計画との関連性があることを説明する必要がある。説明できない、又は関連性が認められな

い場合は補助対象とならない。

例２）経営革新計画（別表１・２等）では、人材育成について想定（記載）していなかったが、計画を

実行していく過程で、人材育成の必要を感じ、派遣研修を行うこととした。この場合、補助対象と

することはできない。（経営革新計画の変更により対象とすることは可能。）

申請日
(H22.4.28)

経営革新計画（H21.11.22承認）
H21.7～H25.6（４年計画）

交付決定日から２年経過する日：H24.5.27まで

交付決定日から１年経過する日：H23.5.27まで

指定する期間（１年or２年以内）：指定期間

交付決定日
(H22.5.28)

申請日
(H22.4.28) 経営革新計画（H19.11.22承認）

H19.7～H23.6（４年計画）

交付決定日から２年経過する日：H23.6＊まで

交付決定日から１年経過する日：H22.5.27まで

指定する期間（１年or２年以内）：H23.6＊まで

交付決定日
(H22.5.28)

＊H23.6決算期末までを指します。
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Ｑ１２ 補助金申請前に支払った経費は対象となりますか。

【Ａ１２】対象となりません。

Ｑ１３ 補助金申請後、交付決定前に発注（支払いは交付決定後）したものの経費は補助対象となります

か。

【Ａ１３】交付決定前に発注（申込み）した経費は補助対象外です。

Ｑ１４ 補助金（「原材料費」等）を利用して開発した新商品は売ってもよいですか。

【Ａ１４】販売することはできません。

Ｑ１５ 海外への販路開拓は補助対象となりますか。

【Ａ１５】補助対象となります。詳細は各経費区分への該当性等で判断することとなります。

Ｑ１６ 補助申請内容（経費内容や金額等）は途中で変更可能か。

【Ａ１６】経費配分や事業内容に関する「重要な変更」を行おうとする場合は、事前に変更承認申請書を

提出し、県の承認を得ることが必要です。（「重要な変更」に当たらない場合は、途中で変更し

ていただき、進捗状況報告又は実績報告時に報告していただけばよいです。）

≪「重要な変更」とは≫

★ 補助金額の増額を伴う変更の場合

★ 補助対象経費のうち、交付要綱別表の事業区分欄に掲げる各事業（「マーケティング戦略構

築事業」「新商品開発事業」「人材育成事業」「販路開拓事業」）の相互間で、２０％を超えて

流用（配分変更）する場合

★ 変更により、事業目的の達成に支障を生じたり、事業効率の低下をもたらす恐れのある場合

★ 「重要な変更」に該当するかどうかご不明な場合は、必ず事前に各商工会議所・商工会又は

当室へご相談ください。（例：事業の「終了予定日」を延長する場合・・「重要な変更」です。

【補助対象経費】

Ｑ１７ 「共通経費」は、各事業費とは別枠での補助申請ができるか。

【Ａ１７】できません。各事業区分に共通の経費として、内容が合致する事業費の中で申請してください。

例）旅費交通費、雑費が市場調査に関わる経費である場合、マーケティング戦略構築事業を申請し、経

費区分で「旅費交通費」「雑費」を申請してください。この場合、補助上限額は「マーケティング戦

略構築事業」としての１００万円となります。

Ｑ１８ 「減価償却費」の対象となる設備等は、補助事業終了後も使用してもよいですか。

【Ａ１８】使用を認めています。
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Ｑ１９ 「減価償却費」の計算方法を教えてください。

【Ａ１９】算出方法は定額法又は定率法のうち、企業が採用している方式とします。

＜定額法の算出方法＞

取得価格 ÷ 耐用年数 × 事業実施期間

＜定率法の算出方法＞

（取得価格 － 前年度償却額） × 償却率

詳細について不明な点は税務署等に確認してください。

Ｑ２０ 「減価償却費」は、（交付決定日以降で）設備等の購入日から事業終了日までの月数により算出

すればよいか。

【Ａ２０】そのとおりです。計算式はＱ１９を参考とし、下の例も参考としてください。

例）

Ｑ２１ 「機械器具費」で、補助事業に要するパソコンやプリンタを購入してもよいですか。

【Ａ２１】パソコンやプリンタなど汎用性のあるものの購入は認めていません。

Ｑ２２ 「産業財産権導入費」の対象は何ですか。

【Ａ２２】事業遂行に必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権等です。「等」の取扱いについては個

別事案ごとに御相談ください。

Ｑ２３ 「産業財産権導入費」の対象経費は何ですか。

【Ａ２３】出願料、審査請求料、特許料・登録料の他、弁理士の手続代行費用も対象となります。

ただし、補助事業期間中に要した（申込・契約、支払いした）経費のみ対象となります。

Ｑ２４ 「直接人件費」は社長も対象となりますか。

【Ａ２４】代表者の人件費は「直接人件費」の対象となりません。

原則として、対象者は従業員・アルバイトに限りますが、代表者以外の役員で直接新商品開発等に

従事する者は従業員とみなし、補助対象とします。

交付決定日
(H22.5.28) 経営革新計画（H21.11.22承認）

H21.7～H25.6（４年計画）

事業実施期間：H22.5.28～H24.5.27（２年間）

設備等購入
(H22.7.1)

＜減価償却資産の情報＞
取得価額：120万円
償却方法：定額法
償却率：0.1
耐用年数：10年
減価償却費（年額）：12万円

減価償却費
２３万円

（減価償却費の補助対象期間）
（年額）12万円×23月÷12月
＝23万円
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Ｑ２５ 「直接人件費」の算出方法を教えてください。

【Ａ２５】新商品等の開発に直接従事する時間の給与及び賃金相当額と定義しており、計算式は次のとお

りです。

直接人件費 ＝ 時給単価 × 直接従事する時間

※人件費単価の算出方法 （基本給＋年間賞与）÷年間所定労働時間

「基本給」は会社の規定により、給与のベースとなる「基本給」と認められるものを対象と

します。新商品等の開発に従事する上で必要となる技術手当等も対象とできますが、関連が

薄い手当や残業代等は対象外となります。

Ｑ２６ 「旅費交通費」で、グリーン車、ビジネスクラス等の経費も対象となりますか。

【Ａ２６】グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金については、補助対象外となります。

Ｑ２７ 宿泊費や日当は補助対象となりますか。

【Ａ２７】対象となります。「旅費交通費」の経費区分で申請してください。ただし、宿泊費は申込・支

払等の確認できる書類、日当は就業規則等による定めが必要です。

Ｑ２８ 大学等との「共同研究費」は補助対象となりますか。

【Ａ２８】「共同研究費」という経費区分はありませんので、「委託費」「技術指導費」「外部評価費」等の

性質上該当する経費区分で補助申請してください。

Ｑ２９ 消費税は補助対象経費になりますか。

【Ａ２９】原則対象となりません。

Ｑ３０ 振込手数料は補助対象経費になりますか。

【Ａ３０】対象となりません。手数料を差し引いたときは、値引きとみなします。手数料が含まれている

場合は、（総事業費－振込手数料）×１／２が補助金額となります。

Ｑ３１ 様式第２号の収支予算書の作成にあたっては、経費ごとに見積書を提出する必要がありますか。

【Ａ３１】提出の必要はありませんが、適正な予算書作成のため、原則として見積書（相見積）を取って

ください。

【補助金の支払い】

Ｑ３２ 補助金の前払（概算払）はできますか。

【Ａ３２】原則認めていません。

経営革新計画は、取組企業等の資力や運転資金計画等も考慮し承認しているものです。補助事業

においても、補助金の前払（概算払）に依存しない事業実施ができるよう計画を策定してください。
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Ｑ３３ 経費の支払いは現金払でもよいですか。

【Ａ３３】支払は、銀行振込みを原則とし、できるだけ現金払は行わないでください。

手形支払を行う場合は、年度末（最終時は終了予定日）までに決済されることが必要です。

Ｑ３４ 補助金はいつ受け取れますか。

【Ａ３４】事業完了時と、各年３月３１日現在の進捗状況報告後です。（詳細は、６ページの補助事業ス

ケジュール等をご覧ください。）

各報告を提出後、必要に応じ現地調査を行い、補助額の確定の後、実績払いすることとなります。

【その他】

Ｑ３５ 県税納税証明書は、どこへ行けば発行してもらえますか。

【Ａ３５】鳥取県内の各総合事務所県税局において発行できます。交付手数料は、１枚につき400円（鳥

取県証紙）が必要です。（発行日から３ヶ月以内のものを提出してください。）

名 称
所在地

（連絡先）
管轄区域

東部総合事務所県税局
鳥取市立川町6丁目176

（0857-20-3503）
鳥取市、岩美郡、八頭郡

中部総合事務所県税局
倉吉市東巌城町２

（0858-23-3104）
倉吉市、東伯郡

西部総合事務所県税局
米子市糀町1丁目160

（0859-31-9602～9604）
米子市、境港市、西伯郡

西部総合事務所県税局

（日野支所）

日野郡日野町根雨140-1

（0859-72-2083）
日野郡

Ｑ３６ 県税納税証明書は、写しでもよいですか。

【Ａ３６】原本を添付してください。
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様式第１号(第５条関係)

平成 年 月 日

鳥取県知事 平井 伸治 様

住 所

申請者 氏 名 ㊞

平成２２年度鳥取県経営革新支援補助金交付申請書

鳥取県経営革新支援補助金の交付を受けたいので、鳥取県補助金等交付規則第５条の規定により、

下記のとおり申請します。

記

補 助 事 業 等 の 名 称 鳥取県経営革新支援事業

算定基準額 (見込み ) 円

交 付 申 請 額 円

添 付 書 類
１ 事業計画書

２ 収支予算書

(注) 算定基準額が確定している場合は「算定基準額」欄の「(見込み)」を削除すること。

■申請様式■
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様式第１号（第４条、第７条関係）

補助事業（変更）実施計画書

１ 実施主体の概要

・ 企業名

・ 代表者職・氏名

・ 住 所

・ 電話番号・ファクシミリ番号

・ メールアドレス（担当者）

・ 担当者職・氏名

・ 業 種

・ 資本金・出資金（千円）

・ 従業員数（人） 

２ 事業全体について

①事業計画名（実施する事業全体を包括する名称を記載すること）

②事業全体の実施日程（該当するものにレ印をすること。交付決定日以前に着手した事業、終了予定日以
降に実施した事業は補助対象とならないので記載にあたって注意すること。）

〔開始予定日〕 〔終了予定日 ※支払行為も含む〕 
□ 交 付 決 定 日 ～ 交付決定日から２年経過する日

□ 交 付 決 定 日 ～ 交付決定日から１年経過する日

□ 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

③補助金の交付を受けた実績（県・国等の補助金について、過去３年間の実績を記載。申請予定のも

のも含む） 

３ 個別事業の概要 ※以下は実施する事業ごとに作成すること

①事業区分（該当する事業にレ印をすること）

□マーケティング戦略構築事業 □新商品開発事業

□人材育成事業 □販路開拓事業

②事業テーマ

③事業概要（経営革新計画との関係、及び今回実施する事業に関するこれまでの取組状況も記載）

④具体的な実施項目（箇条書きで記載。時期、場所、担当者名、委託先名等を記載。委託先等との役

割分担も明確に記載すること）

・

・

⑤当事業の目標（数値目標もできるだけ設定すること）
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４ 新商品開発事業の補足説明 ※新商品開発事業を実施する場合のみ記載すること。

①新商品の名称及び用途

②新商品のターゲット及びその（潜在）ニーズ

④新商品の市場性（市場規模・成長性、競合商品の動向について記載）

⑤新商品の優位性（競合商品と差別化できるポイントを明確にし、それが顧客にとってどんなメリットを
もたらすのかを記載すること。なお、保有している技術・仕組み等との組み合わせによる優位性も含む。）

⑥新商品の販路確保の状況（販路の目処がどの程度付いているかを記載）

⑦新商品の販売目標（販路、単価、ロット、売上目標等を記載）

５ 添付書類

（１）企業概要（パンフレット等でも可） 
（２）交付申請直近２期の決算書

（３）県税納税証明書
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※収支予算書の実際のご記入にあたっては、エクセルファイル版をご活用ください。

様式第２号（第４条、第７条関係）

１．収入の部 （単位：円）

２．支出の部 （単位：円）

補助金負担 自己負担
備考

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
戦略構築
事 業

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略構築事業計

新商品開発事業計

事業区分

新商品
開発事業

経費区分

補助事業（変更）収支予算書

自 己 資 金

借 入 金

金 額 資金の調達先

補 助 金

そ の 他

補助対象経費計

経費内訳、
積算明細

補助事業に
要する経費

負担区分補助対象
経 費
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※収支予算書の実際のご記入にあたっては、エクセルファイル版をご活用ください。

補助金負担 自己負担

（注）１ 事業を委託する場合は、備考欄に委託先名を記入すること。

２ 変更承認申請に際しては、変更前の金額を上段に（ ）で記載すること。

３ 「経費区分」には、別表に掲載している減価償却費、教材費、会場整備費、旅費交通費

等の経費区分のいずれかを記載すること。

補助対象
経 費

補助事業に
要する経費

全 体 合 計

販路開拓
事 業

販路開拓事業計

経費区分
経費内訳、
積算明細

人材育成
事 業

人材育成事業計

事業区分
負担区分

備考
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様式第２号 補足資料

１．収入の部 （単位：円）

２．支出の部 （単位：円）

補助対象経費 補助金申請額 補助対象経費 補助金申請額 補助対象経費 補助金申請額

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略
構築事業 計

新商品開発事業 計

平成○○年度 平成○○年度

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
戦略構築
事 業

事業区分

新商品
開発事業

経費区分
平成○○年度

補助事業（変更）収支予算書〔内訳〕

自 己 資 金

借 入 金

平成○○年度

補 助 金

そ の 他

補助対象経費計

平成○○年度 平成○○年度
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補助対象経費 補助金申請額 補助対象経費 補助金申請額 補助対象経費 補助金申請額

人材育成事業 計

販路開拓事業 計

人材育成
事 業

事業区分

販路開拓
事 業

経費区分
平成○○年度

全 体 合 計

平成○○年度 平成○○年度
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様式第１号(第５条関係)

平成２２年 ４月２１日

鳥取県知事 平井 伸治 様

住 所 鳥取市東町一丁目○○番地

申請者 氏 名 株式会社○×△□

代表取締役 ×××× ㊞

平成２２年度鳥取県経営革新支援補助金交付申請書

鳥取県経営革新支援補助金の交付を受けたいので、鳥取県補助金等交付規則第５条の規定により、

下記のとおり申請します。

記

補 助 事 業 等 の 名 称 鳥取県経営革新支援事業

算定基準額 (見込み ) 2,820,200 円

交 付 申 請 額 1,372,500 円

添 付 書 類
１ 事業計画書

２ 収支予算書

(注) 算定基準額が確定している場合は「算定基準額」欄の「(見込み)」を削除すること。

■記載例■

提出日を記入してください。

法人の場合は、会社名・代表役職名も忘れずに

記入し、印は代表者印を押印してください。

算定基準額は、様式第２号の「補助対象経

費」の合計と一致させてください。

交付申請額は、様式第２号の「負担区分（補

助金負担）」の合計と一致させてください。
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様式第１号（第４条、第７条関係）

補助事業（変更）実施計画書

１ 実施主体の概要

・ 企業名 株式会社○×△□

・ 代表者職・氏名 代表取締役 ××××

・ 住 所 鳥取市東町一丁目○○番地

・ 電話番号・ファクシミリ番号 0857-26-XXXX・0857-21-XXXX

・ メールアドレス（担当者） kencho@pref.tottori.jp

・ 担当者職・氏名 総務課長・●×●×

・ 業 種 △×□製造業

・ 資本金・出資金（千円） 3,000 千円

・ 従業員数（人） 30 人

２ 事業全体について

①事業計画名（実施する事業全体を包括する名称を記載すること）

●●○○の開発と販路開拓

②事業全体の実施日程（該当するものにレ印をすること。交付決定日以前に着手した事業、終了予定
日以降に実施した事業は補助対象とならないので記載にあたって注意すること。）

〔開始予定日〕 〔終了予定日 ※支払行為も含む〕 
■ 交 付 決 定 日 ～ 交付決定日から２年経過する日

□ 交 付 決 定 日 ～ 交付決定日から１年経過する日

□ 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

③補助金の交付を受けた実績（県・国等の補助金について、過去３年間の実績を記載。申請予定

のものも含む） 
・次世代・地域資源産業育成支援補助金（(財)鳥取県産業振興機構、補助期間：H21.5.1～H22.4.30）

・戦略的基盤技術高度化支援事業（中国経済産業局、申請予定）

３－１ 個別事業の概要 ※以下は実施する事業ごとに作成すること

①事業区分（該当する事業にレ印をすること）

□マーケティング戦略構築事業 ■新商品開発事業

□人材育成事業 □販路開拓事業

②事業テーマ

農業従事者をターゲットにした新商品●●○○の開発

③事業概要（経営革新計画との関係、及び今回実施する事業に関するこれまでの取組状況も記載）

農業分野への進出をテーマとした経営革新計画（別添参照）の展開にあたって、これまで、ヒ

アリング、データ収集等を行ってきた。その結果、ニーズ等も把握できつつあり、新商品○○の

開発に着手することとした。

「業種」は、経営革新計画別表１に記載のとおりとして

ください。（日本標準産業分類（H14.3 改訂）の小分類）

事業計画名は、経営革新計画のテーマと一致する必要はありませ

ん。今回の補助金申請内容を的確に（補助事業全体を包括的に）

表す名称を記載してください。

□にレ印（又は■）を付けてください。新商品開発

事業を申請する場合のみ、「２年経過する日」が選

択可能です。「交付決定日」は、交付決定通知に記

載の日となります。

類似する支援策は、補助金という名称に関わらず幅広に記載してください。＊同種の

補助金活用については、その内容を聞き取りする場合があります。御承知ください。

事業テーマは、事業区分（ここでは「新

商品開発事業」）の内容を的確に表すも

のとしてください。

事業区分（「マーケティング戦略構築事業」等）ごと

に、「３ 個別事業の概要」を作成してください。

事業概要は、経営革新計画（別表１・２のあたり）に記載のある内容であり、そのどの

部分を本事業で行うのか（なぜ必要なのか）が明確に分かるような記載にすること。

＊別途経営革新計画の写しを提出してもらい、該当箇所を示していただきます。
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④具体的な実施項目（箇条書きで記載。時期、場所、担当者名、委託先名等を記載。委託先等と

の役割分担も明確に記載すること）

・試作品開発（時期：H22.6～H23.1、場所：自社工場、担当：○△）

・デザイン（時期：H22.7 頃、担当：×○、委託先：△■デザイン研究所）

・商標出願（時期：H23.3 頃、担当：×○、申請先：特許庁）

・ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（時期：H23.6～8頃、場所：県東部中心、担当：○△、協力会社：○●商事）

⑤当事業の目標（数値目標もできるだけ設定すること）

モニタリングを２０件以上、新商品●●○○を販売できるレベルまで完成させること。

３－２ 個別事業の概要 ※以下は実施する事業ごとに作成すること

①事業区分（該当する事業にレ印をすること）

□マーケティング戦略構築事業 □新商品開発事業

□人材育成事業 ■販路開拓事業

②事業テーマ

開発した新商品●●○○の展示会等を通じた販路開拓

③事業概要（経営革新計画との関係、及び今回実施する事業に関するこれまでの取組状況も記載）

農業分野への進出をテーマとした経営革新計画（別添参照）の展開にあたって、テストマーケテ

ィング等を通じて開発する新商品●●○○を市場に導入すべく、全国規模の展示会への出展、自

社イベント（見学・講習会等）の開催、広告等によるＰＲを積極的に行っていく。

④具体的な実施項目（箇条書きで記載。時期、場所、担当者名、委託先名等を記載。委託先等と

の役割分担も明確に記載すること）

・展示会出展（時期：H23.12.2.～4、場所：東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ、担当：×○、装飾委託：●×ｲﾍﾞﾝﾄ）

・自社イベント開催（時期：H23.11 頃、場所：自社内、担当：×○）

・広告掲載２回（時期：H23.9 頃・12 頃、媒体：新聞折込、担当：×○）

⑤当事業の目標（数値目標もできるだけ設定すること）

顧客リストの作成（300 社目標）と新商品●●○○を事業期間内に 10 台売り上げること。

営業スタッフを１名雇用すること。

４ 新商品開発事業の補足説明 ※新商品開発事業を実施する場合のみ記載すること。

①新商品の名称及び用途

新商品の名称：●●○○

用途：××（農産物）の栽培で、農業従事者の低姿勢での作業時にかかる負担を軽減する。

②新商品のターゲット及びその（潜在）ニーズ

ターゲット：全国の農作業従事者（特に低姿勢での作業が発生する作物栽培農家）

ニーズ：低姿勢での農作業は農業従事者を悩ましているものであり、高齢化した農家では特に本商

品の開発の導入が望まれている。ヒアリング等により一定のニーズが見込める。

可能な限り具体的に実施項目を箇条書きで記載してください。

曖昧な表現は避け、具体的な目標を設定すること。（進捗状況報告、実績報告時

にその成果をおってもらうこととなります。）
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④新商品の市場性（市場規模・成長性、競合商品の動向について記載）

市場は全国の農家だが、実際に見て触れてもらって、良さを実感してもらっての購入が一般的な商

品であるため、実際の市場は直接営業のかけられる県内となるだろう。成長性はあまり見込めない

ニッチな分野である。

県内農家、業界団体へのヒアリング結果からは、競合商品はない。

⑤新商品の優位性（競合商品と差別化できるポイントを明確にし、それが顧客にとってどんなメリッ
トをもたらすのかを記載すること。なお、保有している技術・仕組み等との組み合わせによる優位性も

含む。）

ニッチな分野であり、競合商品がないことが何よりの優位性である。

現場の声をくみ取った結果の商品開発であり、アイディア商品であるため、特殊な技術等はないが、

顧客にとっては優れものとなるだろう。

⑥新商品の販路確保の状況（販路の目処がどの程度付いているかを記載）

直接農家へのヒアリングを行っており、商品化したら購入したいという話が 10件程度ある。

また、農業団体への売り込みを進めているところである。

⑦新商品の販売目標（販路、単価、ロット、売上目標等を記載）

初年度は 10 台の販売見込であるが、３年後には年間 100 台を目標としている。

単価は、ヒアリングによる市場ニーズと原価を総合的に勘案した結果、当初は売価１万円を予定し

ている。

５ 添付書類

（１）企業概要（パンフレット等でも可） 
（２）交付申請直近２期の決算書

（３）県税納税証明書
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様式第２号（第４条、第７条関係）

１．収入の部 （単位：円）

２．支出の部 （単位：円）

補助金負担 自己負担

（ ） （ ） （ ） （ ）

原材料費 315,000 300,000

技術指導費 52,500 50,000 ××××

デザイン料 委託 31,500 30,000
△■デザイン
研究所

直接人件費 @1,500×80時間 120,000 120,000 ○●●○

産業財産権導入費 商標審査請求費 95,000 95,000 特許庁

外部評価費 モニタリング委託 157,500 150,000 ○●商事

（ ） （ ） （ ） （ ）

771,500 745,000 372,500 372,500

補助対象
経 費

備考
補助事業に
要した経費

新商品開発事業計

負担区分

補 助 金

そ の 他

補助対象経費計

1,372,500

2,820,200

補助事業（変更）収支予算書

自 己 資 金

借 入 金

金 額

1,447,700

資金の調達先

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
戦略構築
事 業

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略構築事業計

新商品
開発事業

事業区分 経費区分
経費内訳、積
算明細

■記載例■

「補助金」の金額記入欄は、下表「全体合計」の「補助金
負担」と一致させてください。
「自己資金」「借入金」「その他」の合計金額は、下表「全
体合計」の「自己負担」と一致させてください。

補助対象経費計は、下表の全体合計「補助対象経
費」と一致させてください。

「補助事業に要した経費」「補助対象経費」は、補助対

象とする経費全額を記載してください。
（補助金額ではありません。）

「負担区分」は、「補助金負担」と「自己負担」の合計

が「補助対象経費」と一致するようにしてください。

要綱・募集要項にある補助対象経費に沿っ

た経費区分の名称としてください。

「経費区分」は、補助金交付要綱に掲載の「経費区分」の名称

で記載してください。（要綱・募集要項にある補助対象経費に
沿ったものとなるようご注意ください。）

（ ）欄は、申請当初は記載しないでください。交
付決定後、変更がある場合に、当初の予算額を

記載する欄です。
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補助金負担 自己負担

（ ） （ ） （ ） （ ）

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成

@105×3,000部
315,000 300,000 △△印刷

看板の作成 210,000 200,000

新聞折込２回 420,000 400,000

鳥取－東京・往復

@32,600×2人 65,200 65,200

宿泊費・日当

(6300＋3000)*5*2 93,000 90,000

会場整備費 ×○展へ出展 1,050,000 1,000,000

保険料 ×○展へ出展 21,000 20,000

（ ） （ ） （ ） （ ）

2,174,200 2,075,200 1,000,000 1,075,200

（ ） （ ） （ ） （ ）

2,945,700 2,820,200 1,372,500 1,447,700

（注）１ 事業を委託する場合は、備考欄に委託先名を記入すること。

２ 変更承認申請に際しては、変更前の金額を上段に（ ）で記載すること。

３ 「経費区分」には、別表に掲載している減価償却費、教材費、会場整備費、旅費交通費

等の経費区分のいずれかを記載すること。

中山誠司

坂本絵美

負担区分補助対象
経 費

備考

人材育成
事 業

人材育成事業計

事業区分 経費区分
経費内訳、積
算明細

補助事業に
要する経費

全 体 合 計

販路開拓
事 業

広告宣伝費

旅費交通費

販路開拓事業計

※消費税は補助対象外なので、補助

対象経費から除くこと。

事業ごとの上限額（100万円）を超えないこと。

超える部分は、自己負担の方へ入れてください。

要綱・募集要項にある補助対象経費に沿っ

た経費区分の名称としてください。
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様式第２号 補足資料

１．収入の部 （単位：円）

２．支出の部 （単位：円）

補助対象経費 補助金申請額 補助対象経費 補助金申請額 補助対象経費 補助金申請額

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略
構築事業 計

原材料費 300,000 150,000

技術指導費 50,000 25,000

デザイン料 30,000 15,000

直接人件費 60,000 30,000 60,000 30,000

産業財産権導入費 95,000 47,500

外部評価費 150,000 75,000

新商品開発事業 計 440,000 220,000 305,000 152,500

1,190,100 0

平成２３年度 平成２４年度

1,190,100 0

経費区分
平成２２年度

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
戦略構築
事 業

事業区分

新商品
開発事業

補助事業（変更）収支予算書〔内訳〕

自 己 資 金

借 入 金

平成２２年度

220,000

補 助 金

そ の 他

2,380,200 0補助対象経費計

220,000

440,000

平成２３年度 平成２４年度



29

補助対象経費 補助金申請額 補助対象経費 補助金申請額 補助対象経費 補助金申請額

人材育成事業 計

広告宣伝費 900,000 450,000

旅費交通費 155,200 77,600

会場整備費 1,000,000 500,000

保険料 20,000 10,000

販路開拓事業 計 2,075,200 1,037,600

440,000 220,000 2,380,200 1,190,100 0 0

販路開拓
事 業

経費区分
平成２２年度

人材育成
事 業

事業区分

全 体 合 計

平成２３年度 平成２４年度
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経 営 革 新 計 画 申 請 書 （ 例 ）
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